
都市計画法
開発許可

盛土規制法
許可 届出

山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例
土地開発届

必要 不要 不要 不要

不要 必要 不要

必要 必要

※みなし許可、みなし届出
（法第15条第2項、第27条第5項、第34条第2項）

※法令の許可による適用除外
（条例第3条第3号）

※法令の許可による適用除外
（条例第3条第3号）

開発許可の要否については、以下の部署でご
確認ください。
１ha以上➤山口県土木建築部建築指導課

TEL：083-933-3866

１ha未満➤市都市計画課
TEL：0836-82-1168

許可等の手続きの要否については、
山口県の以下の部署でご確認ください。
宅造 ➤ 土木建築部建築指導課

TEL：083-933-3866

特盛 ➤ 農林水産部森林整備課
TEL：083-933-3480

土地開発届の要否については、市都市計画課
でご確認ください。

令和７年４月１日から盛土規制法の運用が開始することに合わせ、
山陽小野田市における３法令（都市計画法、盛土規制法、市土地開発条例）の関係性の概略を示したものです。


